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同
一
企
業
内
の
正
社
員
と
非
正
規
雇
用
労
働
者
と
の
間

の
不
合
理
な
待
遇
差
を
な
く
し
、
労
働
者
が
ど
の
よ
う
な

雇
用
形
態
を
選
択
し
て
も
待
遇
に
納
得
し
て
働
き
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
２
０
２
０
年
4
月
に「
パ
ー
ト
タ
イ

ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
」が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
２
０
２
１

年
４
月
１
日
か
ら
は
中
小
企
業
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
月
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法

に
お
け
る「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」に
つ
い
て
、
雇
用
す
る

側
も
働
く
側
も
知
っ
て
お
き
た
い
基
本
的
な
ポ
イ
ン
ト
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
」で

何
が
変
わ
っ
た
？

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、
有
期
雇
用
労
働
者
、
派
遣
労

働
者
な
ど
の
非
正
規
雇
用
労
働
者
は
、
雇
用
者
全
体
の
4

割
弱
を
占
め
て
い
ま
す
。
非
正
規
雇
用
労
働
者
に
お
い
て

は
、
同
じ
企
業
で
働
く
正
社
員
と
、
職
務
内
容
や
職
務
内
容
・

配
置
の
変
更
の
範
囲
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
雇
用
形
態
が

違
う
だ
け
で「
基
本
給
が
低
い
」、「
手
当
が
出
な
い
」な
ど
、

待
遇
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
正
社
員
と
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
間
の
不
合

理
な
待
遇
差
を
な
く
し
、
労
働
者
が
ど
の
よ
う
な
雇
用
形

態
を
選
択
し
て
も
待
遇
に
納
得
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
よ

う
、
２
０
２
０
年
4
月
1
日
に「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇

用
労
働
法
」が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム·

有
期
雇
用
労
働
法
で
変
わ
っ
た

３
つ
の
ポ
イ
ン
ト

⑴
不
合
理
な
待
遇
差
を
禁
止

　

同
じ
企
業
内
に
お
い
て
、
正
社
員
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
の
間
の
あ
ら
ゆ
る
待
遇
に
つ

い
て
、
不
合
理
な
待
遇
差
を
設
け
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
ま

し
た
。「
同
一
労
働
同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
待
遇
差
が
不
合
理
な
も
の
に
当
た
る
か
を
例

示
し
て
い
ま
す
。
比
較
す
る
の
は「
同
じ
企
業
内
」の
正
社

員
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
で
す
。
同

じ
業
種
や
職
種
で
あ
っ
て
も
、
他
の
企
業
の
労
働
者
と
比

べ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

● 

同
一
労
働
同
一
賃
金
と
は

　

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
導
入
は
、
同
一
企
業
・
団
体

に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
正
規
雇
用
労
働
者（
無
期
雇
用
フ

ル
タ
イ
ム
労
働
者
）と
非
正
規
雇
用
労
働
者（
有
期
雇
用

労
働
者
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、
派
遣
労
働
者
）の

間
の
不
合
理
な
待
遇
差
の
解
消
を
目
指
す
も
の
で
す
。

　

同
一
企
業
内
に
お
け
る
正
規
雇
用
労
働
者
と
非
正

規
雇
用
労
働
者
の
間
の
不
合
理
な
待
遇
差
の
解
消
の

取
組
み
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
な
雇
用
形
態
を
選
択

し
て
も
納
得
が
得
ら
れ
る
処
遇
を
受
け
ら
れ
、
多
様

な
働
き
方
を
自
由
に
選
択
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

（
出
典
：
厚
生
労
働
省「
同
一
労
働
同
一
賃
金
特
集
ペ
ー
ジ
）

https://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/0000144972.htm
l

中
小
企
業
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム·

有
期
雇
用
労
働
法
の
適
用
は
、
今
年
４
月
１
日
か
ら
で
す
！

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
対
応
に
向
け
た

　
　
　
　
　
準
備
は
で
き
て
い
ま
す
か
？

●
待
遇
差
が
禁
止
さ
れ
る
項
目

基
本
給
、
賞
与（
ボ
ー
ナ
ス
）、
各
種
手
当（
役
職
手
当
、

食
事
手
当
等
）、
福
利
厚
生（
給
食
施
設
、
休
憩
室
、
更

衣
室
、
慶
弔
休
暇
等
）、
教
育
訓
練
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る

待
遇

賞与（ボーナス）

通勤手当

基本給

福利厚生施設

　労働者の「①能力・経験」、「②業績・成果」、「③動続年数」に応じて支給する場合は、①、②、
③が同一であれば同一の支給をし、違いがあれば違いに応じた支給をする。
【問題となる例】
　能力・経験に応じて基本給を支給している会社において、正社員が有期雇用労働者より多くの経
験を有することを理由に、より高い基本給を支給しているが、正社員のこれまでの経験は現在の業
務に関連が無い。
【問題とならない例】
　業績・成果に応じて基本給を支給している会社において、所定労働時間が正社員の半分の短時
間労働者に対し、その販売実績が正社員の販売目標の半分に達した場合には、正社員が販売目標
を達した場合の半分を支給している。

　賞与（ボーナス）であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについ
ては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。
【問題となる例】
　正社員には職務内容や会社の業績等への貢献等にかかわらず全員に何らかの賞与を支給している
が、短時間労働・有期雇用労働者には支給していない。

　短時間労働者・有期雇用労働者にも正社員と同一の支給をしなければならない。

　正社員と同一の事業所で働く短時間労働者・有期雇用労働者には、正社員と同一の①給
食施設、②休憩室、③更衣室の利用を認めなければならない。
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⑵
待
遇
に
関
す
る
説
明
義
務
を
強
化

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
は
、
正
社
員

と
の
待
遇
差
の
内
容
や
理
由
に
つ
い
て
、
事
業
主
に
説
明
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
事
業
主
は
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
か
ら
求
め
が

あ
っ
た
場
合
は
、説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
際
、

説
明
を
求
め
た
労
働
者
に
対
し
、
解
雇
や
減
給
な
ど
不
利
益

な
取
扱
い
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

⑶�

不
合
理
な
待
遇
差
等
に
関
す
る
労
使
間
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
の

た
め
、
行
政
に
よ
る
紛
争
解
決
援
助
制
度
の
利
用
が
可
能

　

都
道
府
県
労
働
局
に
お
い
て
、
無
料
・
非
公
開
の
紛
争
解

決
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
労
働
者
と
事
業
主
の
間
で
不
合
理

な
待
遇
差
等
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
場
合
、
当
事
者

の
一
方
ま
た
は
双
方
の
申
出
が
あ
れ
ば
、
簡
易
・
迅
速
に
ト

ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。事

業
主
は
ど
う
対
応
す
れ
ば
い
い
？

　

自
社
の
状
況
が
改
正
の
内
容
に
沿
っ
た
も
の
か
、
次
に
示

し
た
手
順
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
し
、
不
合
理

な
待
遇
差
が
あ
っ
た
場
合
は
、
改
善
に
向
け
た
取
組
を
行
い

ま
し
ょ
う
。

《 

取
組
の
手
順 

》

①
労
働
者
の
雇
用
形
態
を
確
認
す
る

　

社
内
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
や
有
期
雇
用
労
働
者
を

雇
用
し
て
い
る
か
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

②
待
遇
の
状
況
を
確
認
す
る

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、
有
期
雇
用
労
働
者
の
区
分
ご

と
に
、
賃
金（
賞
与
・
手
当
を
含
む
）や
福
利
厚
生
な
ど
の

待
遇
に
つ
い
て
、
正
社
員
と
違
い
が
あ
る
か
ど
う
か
確
認

し
ま
す
。

③
待
遇
差
が
あ
る
場
合
、
そ
の
理
由
を
確
認
す
る

　

正
社
員
と
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者

と
で
、
働
き
方
や
役
割
な
ど
が
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

に
応
じ
て
賃
金
や
福
利
厚
生
な
ど
の
待
遇
差
が
生
じ
る
こ

と
は
あ
り
得
ま
す
。
そ
の
た
め
、
待
遇
差
が
、
働
き
方
や
役

割
な
ど
の
違
い
に
見
合
っ
た「
不
合
理
で
は
な
い
」も
の
と

な
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
ま
す
。
な
ぜ
待
遇
差
を
設
け
て
い

る
の
か
、
待
遇
ご
と
に
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

④�

待
遇
差
が
あ
る
場
合
、
そ
の
差
が「
不
合
理
で
は
な
い
」こ

と
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
整
理
す
る

　

事
業
主
は
、
労
働
者
の
待
遇
の
内
容
・
待
遇
の
決
定
に
際

し
て
考
慮
し
た
事
項
、
正
社
員
と
の
待
遇
差
の
内
容
や
そ
の

理
由
に
つ
い
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働

者
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
説
明
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。
待
遇
差
が「
不
合
理
で
は
な
い
」と
説

明
で
き
る
よ
う
に
整
理
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

⑤�「
不
合
理
で
は
な
い
」と
は
言
い
が
た
い
待
遇
差
は
改
善

す
る

　

待
遇
差
の
改
善
の
た
め
、
就
業
規
則
や
賃
金
規
定
を
見
直

す
に
は
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
を
含
む
労
働
者
と
の
話
し
合

い
が
必
要
に
な
る
た
め
、
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
手
当
等
の

賃
金
を
見
直
す
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
原
資
を
ど
う
す
る
か

も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
改
善
し
な
い
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
考

え
ら
れ
ま
す
の
で
、
計
画
的
に
改
善
に
向
け
た
取
組
を
進
め

ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、「
不
合
理
で
は
な
い
」と
言
え
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
よ
り
望
ま
し
い
雇
用
管
理
に
向
け
て
改
善
の
必
要
は
な

い
か
、
検
討
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

参　

考
●
政
府
広
報
オ
ン
ラ
イ
ン「
中
小
企
業
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・

有
期
雇
用
労
働
法
の
適
用
は
、
２
０
２
１
年
４
月
１
日
で
す
！
」

https://w
w
w
.gov-online.go.jp/useful/article/202004/2.htm

l#a1

短時間労働者・有期雇用労働者はいますか？

いる いない

ないある

できないできる

正社員と短時間労働者・有期雇用労働者
の待遇に違いはありますか？

対応の必要はありません。将来雇用の予定
がある場合は、準備をしておきましょう。

待遇に違いがある場合は、待遇の違いが
働き方や役割の違いに応じたものである
と説明できますか？

今すぐ対応すべき課題はありません。

待遇の違いが不合理であると判断される
可能性がああるので、不合理な待遇の違い
の改善に向けて、取組を進めましょう。

労働者から説明を求められたときに待遇の違い
の内容や不合理な待遇差ではない理由について
説明できるよう、整理しておきましょう。

スタート

パ
ー
ト
タ
イ
ム·

有
期
雇
用
労
働
法
へ
の
対
応
に
向
け
た
取
組

手
順
書
や
業
種
別
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
、
取
組
の
参
考
と
な
る

情
報
や
制
度
の
詳
細
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
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指　　　　　標 基　　準

医療提供体制

①入院者数
（直近１週間１日当たりの平均） 100人未満

②重症病床稼働率
（直近１週間１日当たりの平均） 30％未満

感染状況

③新規陽性者数（人口 100万人
当たり）
（直近１週間１日当たりの平均）

2.5人未満

④感染経路不明の新規陽性者数
（人口 100万人当たり）
（直近１週間１日当たりの平均）

1.0人未満

参考指標

A陽性率
（直近１週間１日当たりの平均） 7％未満

B直近１週間と先週１週間の比較 １以下

　県内の医療提供体制や県内の感染状況により、専門家の意見も踏まえ、対策の強化・緩和の判断
基準を定めるとともに、対策のStageを３段階（Stage １～ Stage ３）に設定。休業要請の実施を前提
としない一方で、感染拡大防止のため早期の措置を行う。

　※緩和については、すべての基準が下回る状況が１～２週間続く場合に、専門家の意見を踏まえ決定

● Stage １：小康期
● 新型コロナウイルス感染拡大警報（富山アラート）発出
　指標③、④いずれも基準に到達し、指標①または②が一定程度上昇した際、このまま
感染拡大が続くと「Stage ２」の措置を行わざるを得ないという警報を発出　　

● Stage ２：注意喚起・自粛要請（警戒期）
　指標③、④のいずれも基準に到達かつ指標①または②が基準の50％に到達し数日
継続した際に発令

● Stage ３：対策強化（非常事態）
　指標①～④のすべてが基準に到達し数日継続した際に発令

・マスクの着用、手洗い、３密の回避など、基本的な感染防止対策を徹底
・�重症化しやすい高齢者などが家族にいる場合、家庭内でもマスクを着用するなど、感染予防行動を
　徹底
・初めて会う人や、最近会っていなかった人との会食を避ける
・家族やいつもの仲間で会食する場合であっても、「ますずし」※を実践する

「ますずし」…会食の際の感染防止のポイント
※ま…マスクつけ　す…すぐに手洗い、飲む量抑え　●ず…少ない人数　し…静かに食べる

　 新型コロナウイルスに打ち克つためのロードマップ

県民の皆様へ ～ 改めてのお願い ～

富山県の対応（ロードマップとは？）

各ステージの考え方（強化する場合）

【情報発信元】富山県 厚生部 健康課 感染症・疾病対策班　TEL 076-444-4513

Stage２における要請内容（不要不急の外出）

日　中

夜　間

県　外

繁華街の接待を
伴う飲食店等

（キャバレー、ナイトクラブ、カラオケなど）

Stage1

○

○

○

○

Stage2

○

×

△

×

Stage3

×

×

×

×

（21時以降）

（緊急事態宣言地域…×）

（感染防止対策徹底を前提）

緊急事態宣言地域…×
感染拡大地域…×（　　　  　  　）

（１月 29日現在）
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高岡商工会議所 仕事始め式
塩谷会頭らが年頭訓示を行う

　2021年の仕事始め式を高岡商工ビルで行った。塩谷

雄一会頭はじめ、山口正志、吉岡　周、川西邦夫、菅

野克志４副会頭、当所職員25名が参加し、新年の挨拶

を交わした。塩谷会頭は「会員企業に信頼される伴走者

となるため、資格取得など目標を持って一人ひとりが

スキルを上げることが大事。資格を持っていれば事業

者も安心して相談ができる。ぜひ得意分野を伸ばして

ほしい」と呼び掛けた。

新春高岡経済懇談会を開催
新型コロナ感染防止と経済活動の両立を目指す

　高岡商工会議所 新春高岡経済懇談会を高岡商工ビル

で開催し、会員企業や行政関係者ら約190名が出席し

た。塩谷雄一会頭は「新型コロナウイルス感染症の収束

の目途が立たない中、職員とともに今年も会員事業者

に寄り添った『伴走型』の支援を行っていきたい」と挨

拶した。新春講演会として新田八朗知事が「変えていこ

う！新しい富山へ。」と題して語ったほか、芸能獅子舞

集団「舞獅道一煌流」による獅子舞の演舞もあった。

1.21 1.6

OTOHP

YRARBIL

OTOHP

YRARBIL


